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用語の整理

本セミナーでは、次の略語を使います。

〇派遣法：労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）

〇派遣法則：労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律施行規則

〇派遣先指針：派遣先が講ずべき措置に関する指針（平成11年労働
省告示第１３８号）

〇派遣元指針：派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（平成11
年労働省告示第１３７号）

〇派遣要領：労働者派遣事業関係業務取扱要領
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・雇用契約上「システム検査」業務

・実際の業務内容は、雇用契約で定めた
業務内容より難易度の高い「SE業務」で
あり、供給先が業務指示するもの

・労働者は手に負える業務ではないと感
じているが、取り合ってもらえない。教
育訓練など技術的支援もない

【偽装請負や労働者供給事業がもたらす弊害】
第三者が人と職業との結合過程に介入することから生じる
１）強制労働（本人の意思に反して働かせること）（労働者供給事業がも
たらす弊害）
２）中間搾取（労働者供給事業がもたらす弊害）
３）業者が２社あり、責任の所在が曖昧となり、使用者に義務づけられた
安全衛生法上の安衛教育等が講じられない。結果として重篤な労働災
害につながる恐れ（偽装請負がもたらず弊害）
４）業者が２社あり、責任の所在が曖昧となり、使用者に義務づけられた
労働基準法上の義務（残業代を支払うことや年次有給休暇の付与等）
が履行されないおそれ（偽装請負がもたらす弊害）
５）教育訓練機会が乏しくなり、労働者の技能が上がらず、労働条件の向
上が不十分となりやすい
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１．派遣労働者がおかれる可能性がある境遇について
（令和６年１２月５日情報提供）

指揮命令

労働者

供給元 供給先準委任契約

問題となる可能性のある請負事案

この事例では、先に触れた弊害１）～５）のうち
１）強制労働＝本人の意思に反して働かせている可能性があ
り、２）中間搾取＝供給元の利益のために働かれている可能
性があり、５）教育訓練の機会がなく労働者の技能の向上や
労働条件の向上につながらない等という弊害が生じており、
好ましい運用とはなっておりません。



5 １ 派遣労働者がおかれる可能性がある境遇について

１）許可された派遣元事業所であ
る必要がある（基準法に定める強制労働違反や中間搾取違

反等のある事業所には許可は出さない）、

２）一定のルール（教育訓練の義務、基準法等を遵守

する責任の所在の明確化）のもとに実施が認め
られている。

３）派遣労働者を受け入れる派遣
先事業所においても一定のルール
が課されている

【再掲】派遣労働者が陥る可能性の
ある境遇

第三者が人と職業との結合過程に
介入することから生じる

１）強制労働

２）中間搾取

３）業者が２社いることで責任の所在
があいまいとなり、労働者の安全が
守られない

４）業者が２社いることえ責任の所在
があいまいとなり、結果として労働条
件が十分に確保されない恐れ

５）雇用が不安定になりやすい。教育
機会が乏しく待遇改善が得られにく
い。労働条件の向上が図りにくい

これらの
弊害を生
じさせな
いため
に・・・

派遣元と派遣先に多数のルールが課されているのは、左
記に記載の弊害を生じさせないためのものであり、派遣労
働者を権利、安全、待遇を守るためのもの



１．本題に入る前に～派遣の概要～

指揮命令

労働者

派遣元 派遣先派遣契約

雇用契約
派遣の場合は、
指揮命令できる。
（補足 請負の場合は発注者は
業務指示できない）

指揮命令

適法な派遣とする
には、必ず派遣元が
雇用関係を締結し、
使用者としての責務
を果たす必要がある
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２ 労働者派遣事業の概要
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労働者派遣の定義

自己の雇用する労
働者を、その雇用
関係の下に、他人
の指揮命令を受け
て、その他人のた
めに労働に従事さ
せること（派遣法
第２条第１項第１
号）



２ 派遣法が目指しているものとは
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派遣法第２５条
厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の
規定の運用に当たっては、労働者の職業生活の全期間
にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に
資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的
かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を
考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給
の調整が職業安定法に定めるほかの労働力の需給の
調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われる
ように配慮しなければならない。



２ 派遣法が目指しているものとは
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伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件（高松
高裁平成18年５月１８日判決）
【訴えの趣旨】派遣として６か月の有期契約を更新し、１３年間就業した派遣労働者が突
然の雇止めを不服としたもの

【判決】
○派遣元と派遣労働者の雇用関係はいわゆる登録型の雇用関係であったと認めるのが相当であり、派遣労
働者は常用型の雇用契約である旨を主張するが採用することができない。

○派遣法は、派遣労働者の雇用の安定だけでなく、常用代替防止、すなわち派遣先の常用労働者の雇用の
安定をも立法目的とし、派遣期間の制限規定をおくなどして両目的の調和を図っているところ、同一の労
働者の同一事業所への派遣を長時間継続することによって派遣労働者の雇用の安定を図ることは、常用代
替防止の観点から同法の予定するところでないといわなければならない。そうすると原告の派遣労働者の
雇用継続に対する期待は、派遣法の趣旨に照らして合理性を有さず、保護すべきものといえない（原審
松山地裁平成15年５月22日判決）



２ 派遣法が目指しているものとは
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（派遣法第３３条を簡略化し抜粋）

派遣元は、派遣元事業所と派遣労働
者の雇用関係終了後、派遣労働者が
派遣先で雇用することを禁ずる契約を
締結してはならない

→法令上、派遣から直接雇用への移
行を促している。

（派遣法第３０条を簡略化し抜粋）

派遣元は、同じ派遣先で１年以上、同一の
派遣労働者を派遣就業した場合に当該派遣
労働者が希望により直接雇用への切り替えを
とるよう努めなければならない

→法令上、派遣から直接雇用への移行を促し
ている。

（派遣法第25条、要領第７の５（２）、）

派遣先の常用雇用との代替が生じない
よう、派遣はあくまで臨時的・一時的なもの
である原則を考慮しなければならない

→派遣は一時的なものとし、正社員などの
常用雇用の代替とならないようにしなくて
はなりません。

派遣法第４０条の２
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの
業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継
続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし当該
労働者派遣が次の各号にいずれかに該当するものであるときは、この限
りではない。

一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

二～ 省略（６０歳以上の派遣労働者等）

２ 前項の派遣可能期間は三年とする。

有期雇用派遣労働者は同一組織単位で３年まで



２ 派遣法が目指しているものとは
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（派遣法第４０条の９を簡略化し抜粋）

同じ会社で働く場合、直接雇用だった
者を、離職後１年間は派遣で受け入れ
ることを禁止

→法令上、直接雇用から派遣への移
行を禁止している。

（派遣法第４０条の５を簡略化し抜粋）

派遣先は同じ派遣労働者を１年以上派遣
として受け入れたときで、正社員の求人を募
集するときは、当該派遣労働者にその求人
を周知しなければならない

→法令上、派遣から直接雇用への移行を
促している。

（派遣法第４０条の４を簡略化し抜粋）

派遣先は同じ派遣労働者を１年以上派
遣として受け入れたときで、同一業務にか
かる労働者を受け入れようとするときは、当
該派遣労働者を雇い入れるよう努めなけ
ればならない

→法令上、派遣から直接雇用への移行を
促している。

派遣法が目指しているのは、派遣はあく
まで一時的な就業を原則としており、派遣
先及び労働者が希望するならば、直接雇用
へ移行することができるような法体系とさ
れています。



２ 派遣から直接雇用への切り替えができるケース
があります
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無期雇用派遣労働者とは、雇用期
間の定めがない（＝労働基準法の「労
働条件の明示」において「期間の定め
がなし」とされている）派遣労働者

有期派遣労働者＝雇用期間の定め
がある派遣労働者

ケース１ 無期雇用派遣労働者の例

期間の定めなし派遣元との
雇用期間

派遣先A 自社雇用 派遣先B派遣期間

ケース２ 有期雇用派遣労働者の例

期間定め有

派遣先A

期間の定めあり

派遣先C派遣先B

派遣元との
雇用期間

派遣期間

１

２ ３

４ ６

５ ７ ８

無期雇用派遣労働者の
場合は派遣先での派遣
期間終了後は派遣元の
従業員に戻ります。

有期雇用派遣労働者の場
合は、派遣先での派遣期
間終了と同時に派遣元と
の雇用契約が切れること

があります。



２ 派遣法が目指しているもの～有期雇用派遣労働
者が希望する場合、派遣から直接雇用へ～13

【派遣先から労働局に多数寄せられる苦情】

１）派遣から直接雇用への切り替えのときに紹介手数料を支払いを求められたが
支払わなければならないのか？

２）法令上支払いが義務づけられているか？

【苦情に対する回答】

１）労働者派遣契約で「紹介手数料を支払う」旨を定めたのであれば、民事的にそ
の義務は負う。ただし、派遣法第３０条第１項第１号による直接雇用へ移行の場
合は紹介手数料の支払い義務は生じない。

なお、派遣元におかれましては、派遣契約締結時に、派遣先に対し、紛争防止
措置の内容（手数料の内容）についてよく説明・相談し、派遣労働者が希望したと
きに直接雇用への移行をできる派遣契約の内容とするようお願いします。

なお、万が一手数料が支払えないことが理由で派遣から直接雇用への切り替え
が行われない場合には、派遣法第３３条第２項他の趣旨に違反するおそれがある
と判断されます（行政指導の対象となります）。

２）紹介手数料の支払いは法令上義務づけられているものではありません（次ペー
ジで解説）。

※参考 要領第５の２
（１）イ（イ）、１２５
頁

派遣法で定める労働者
派遣契約に記載する事項
は、労働者派遣を行うに
あたっての必要最低限の
ものであり、それ以外の
定めについては当事者の
自由に委ねられています

※参考

民法第521条 何人も法令に
特別の定める場合を除き、
契約するかどうかを自由に
決定することができる

２ 契約の当事者は法令の
制限内において、契約の内
容を自由に決定することが
できる。

民法522条 契約は、契約の内容を示
してその締結を申し入れる意思表示
（以下「申込み」という。）に対して
相手方が承諾をしたときに成立する。



２ 派遣法が目指しているもの～有期雇用派遣労働
者が希望する場合、派遣から直接雇用へ～
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【注意】①と④の紹介予定派遣はともに
派遣先での直接雇用への移行を行うもの
だが、①は紹介手数料を取ることができ
ないことに注意

【派遣法第３０条】 派遣会社と有期雇用契約をしている派遣労働者が対象



２ 派遣法が目指しているもの～有期雇用派遣労働
者が希望する場合、派遣から直接雇用へ～
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【ポイント１】派遣法則第２５条の２第３項

派遣元事業主は雇用安定措置を講ずるにあ
たっては、当該派遣労働者が希望する措置の内
容を聴取しなければならない

【ポイント２】派遣要領第６の２（５）ロ

派遣元は派遣労働者が希望する措置の内容を聴取するに当
たっては、あらかじめ、①～④の措置内容を説明した上で行うこと
とし、いずれの措置を希望するかは派遣労働者の意思に委ねら
れる。

【ポイント３】派遣要領第６の２（６）イ

派遣元は、雇用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかに
ついては派遣労働者の意向を尊重することが重要であること
から、派遣労働者から聴取した内容を踏まえ、派遣労働者の
希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること

【派遣法第３０条】

【ポイント】派遣要領第６の２（７）ハ

派遣労働者を義務対象者としないよう、同一の組織単位へ
の派遣期間を故意に３年未満とすることは、法の規定の趣旨に
反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであ
り、厳に避けるべきものであること。

【注意】①と④の紹介予定派遣はともに
派遣先での直接雇用への移行を行うもの
だが、①は紹介手数料を取ることができ
ないことに注意してください。



２ 派遣法が目指しているもの～有期雇用派遣労働
者が希望する場合、派遣から直接雇用へ～
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【厚生労働省HPより原文そのまま抜粋】mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089_00001.htm

Ｑ４：雇用安定措置の一つである「派遣先への直接雇用の依頼」を派遣会社に実施してもらったのですが、派遣先からは、派遣会社に職業紹介手
数料を支払うことができないので直接雇用できない、と言われています。この場合、派遣先は派遣会社に対し、職業紹介手数料を支払わなければな
らないのでしょうか。

Ａ４：「派遣先への直接雇用の依頼」は、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹介の手数料を支払う義
務はありません。また、派遣先は、正当な理由なく、派遣先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限するような金銭につい
ては、支払う義務はありません。
「派遣先への直接雇用の依頼」は、派遣会社が労働者派遣法に基づき講じなければならない雇用安定措置の一つであり、派遣労働者の雇用の安定

を確保し、派遣先での直接雇用に結びつけることを目的としたものです。これは、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹
介の手数料を支払う義務はありません。
また、派遣会社と派遣先との間で金銭の授受があることにより、「派遣先への直接雇用の依頼」が不調に終わることは、雇用安定措置の趣旨に反

するおそれがあり、問題があります。

なお、「派遣先への直接雇用の依頼」に際して、派遣会社と派遣先との間で金銭の授受があることなどにより、派遣
先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限することとなれば、実質的に労働者派遣法第33条第２項に違反する
ことにもなり得ます。

【注意】①も④の紹介予定派遣も派遣先
での直接雇用への移行を行うものだが、
①は紹介手数料を取ることができない



【注意】岩手労働局で把握した問題となる可能性がある
事例～派遣元からの派遣契約の更新の強要について～17

これまで３箇月契約を更新し２
年８箇月が経過し、今回のタイミ
ングでの契約更新無しとなります
と「違法な雇止め」「３年ルール逃
れ」「派遣切り」ととられる恐れが
ありますので労働者派遣契約を
更新ください。
なお、雇止めが問題化する理由に労働契約法第１
９条が関係しておりまして、労働者の地位を守る目的
から雇止めに対する制限をしており、「過去に契約更
新された有期労働契約でその雇止めが無期労働契
約の回顧と社会通念上同視できると認められるもの」
「有期労働契約が更新されるものと期待することにつ
いて合理的な理由があると認められるもの」のいずれ
かが該当する場合は雇止めは認められず、違法な
雇止めと解釈される可能性がございます。

●派遣先⇒派遣を一時的に、また、派遣が常用雇用の代
替にならぬようにする必要がある

●派遣労働者⇒派遣は一時的就労を原則としている制度
であることから、（派遣期間満了かつ雇用期間満了時に）
雇用継続への期待することは派遣法の趣旨に照らして合
理性を有さず保護すべきとはいえない（いよぎんスタッフ
サービス事件原審 松山地裁平成15年５月22日判決）
●派遣元⇒同一の組織単位で３年就労した派遣労働者
に対しては、直接雇用への移行等の措置をとる義務があり、
当該派遣法第３０条の義務を逃れるために恣意的に３年
になる前に雇止めをすることは好ましくない（派遣要領第６
の２（７）ハ）。

派遣先が労働者派遣をあくまで一時的に活用すること
は派遣法の趣旨に合致しているものであり、派遣先の法
令上の義務違反がないにも関わらず、法令違反を装い
派遣先に対して労働者派遣契約の更新を求めることは
妥当ではないと思われる

本来の派遣法の考え方ある派遣元から派遣契約の不更新を希望す
る派遣先に対して、実際に送信されたメール



【注意】岩手労働局で把握した問題となる可能性が
ある事例～派遣労働者が出勤しない～
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・派遣労働者を受け入れ後に派遣
労働者が無断欠勤となった

・無断欠勤であることを、派遣元に
相談したところ、中途解除するつもり
がないにも関わらず、派遣先都合に
よる中途解除とされ、派遣労働者に
対する休業手当分の補償を請求さ
れた。

派遣先は、１）派遣先に起因する事由により、

２）中途解除する場合については、派遣先指針
第２の６により派遣元に対して休業手当相当額
の支払い（損害賠償）等の措置を要する。

一方、派遣元と派遣先において、派遣契約
において「労働者を派遣する」という約束をして
いるので、仮に派遣労働者が無断で欠勤したと
きであっても、派遣元は代替の労働者を派遣
する等の民事上の義務がある。

これらを踏まえ、派遣先が派遣契約を中途
解除する意思がないにも関わらず、中途解除
扱いとされて請求された休業手当相当分の損
害賠償については派遣先指針上の支払う義務
は生じない（※ 本事例のような民事的なトラブルについては、契約当
事者間で解決していただくことになり労働局が介入できないケースもありま
す）

派遣先から多数寄せられる相談 相談に対する対応

派遣労働者が無断で欠勤したときは、
派遣元の使用者は、代替労働者を派
遣することや、派遣先と業務量の調
整を行う等の対応が求められる。



【注意】派遣労働者の育児休業の申請があった場合
における派遣先の義務
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派遣労働者の妊娠、出産、及び妊娠中
や出産後の健康管理等を理由として、派
遣先が次のような不利益行為を行うことは、
派遣先の派遣法47条の２違反（※派遣契
約を解除した場合は派遣法第27条違反）
となります。

【不利益行為の例】

・妊娠した派遣労働者が役務の提供がで
きると認められるにも関わらず、派遣元に
対して当該派遣労働者の交代を求めたり、
受入を拒否すること

・業務に従事させない、専ら雑務に従事さ
れること 他

派遣労働者の育児休業、出生時育児休業、
子の看護休暇、育児のための所定労働時間
の短縮等の措置、及び介護休暇等を理由とし
て、派遣先が次のような行為を行うことは派遣
先の派遣法第47条の３違反（※派遣契約を解
除した場合は派遣法第27条違反）となります。

【不利益行為の例】

・育児休業に入るまでは役務の提供ができると
認められるにも関わらず、派遣元に対して当該
派遣労働者の交代を求めること

・業務に従事させない、専ら雑務に従事させる
こと 他

妊娠・出産を理由とした不利益行為
派遣労働者が育児休業等の申出を理由
とした不利益行為について



岩手局で把握した事例20

介護休業取得を請求した
ところ、派遣元は介護休業
を受け入れるつもりであった
が、多数の派遣先から「介
護休業をとるなら別の人を
派遣してくれ」とのことで受
入を拒んでいる。

介護休業を理由に受入を拒むことは派遣先の派遣
法第47条の３違反となります。

ただし、当該理由によらずに、例えば、新規の派遣労
働者を受け入れる場合に実施する教育訓練（派遣法
第40条第２項他）に金銭的負担等が生じ、結果として、
複数人にわたる派遣労働者の受け入れが難しい場合
は、派遣元とその負担等の対応について相談の上受
入の可否を話し合う。

事例 対応の一例

派遣元において、派遣に出さずに、自
社雇用・派遣先無しの扱いとして介護休
業を付与する方法もあるものと思われる。

【補足】対応の一例



３ 派遣先に課されている義務について

これから先の資料については、派
遣先に課されている義務について一
つずつ解説していきます。

21



３ 派遣の禁止業務に労働者派遣を従事させていな
いか？

派遣を行ってはならない業務

１）港湾運送業務

２）建設業務

土木、建築その他工作物の建設、
改造、保存、修理、変更、破壊若し
くは解体の作業又はこれらの準備の
作業に係る業務をいう。

３）警備業務

４）病院などにおける医療関係業務
（紹介予定派遣や産前産後休業の場
合などは除く）

22

【確認ポイント】

派遣の禁止業務に派遣労働者を従
事させた場合、派遣法第４条第３項
により、派遣先の法違反となります。

【参考】派遣法第４条第３項

労働者派遣事業を行う事業主から労
働者派遣の役務の提供を受ける者は、
その指揮命令の下に当該労働者派遣
に係る派遣労働者を第一項各号（港
湾運送業務、建設業務、警備業務、
病院などにおける医療関係業務（例
外あり））のいずれかに該当する業
務に従事させてはならない。



３ 派遣の許可がある派遣元かを確認していますか？

派遣先は、派遣元が派遣事業の許可を受け
ている事業所であるかの確認が義務付けられ
ています。

具体的な確認手順は、

１）派遣元は、労働者派遣契約締結に先立ち、
派遣先に対して「許可を受けている旨の明
示」が義務付けられています（派遣法第２６
条第３項）のでその明示を確認すること。

２）派遣先は、労働者派遣契約の締結に当た
り、許可を受けている旨の明示の内容（具体
的には許可番号）を労働者派遣契約書に記載
しなければならない（則２１条第４項。要領
第５の２（１）ﾛ(ｲ)ｂ、136頁）
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【確認ポイント】

無許可で労働者派遣を行っていた
事業主から労働者派遣の役務の提供
を受けた場合、派遣法第２４条の２
により、派遣先の法違反となります。

具体的には、派遣先は、派遣元か
らの許可を受けている旨の明示を受
け、労働者派遣契約書に派遣元の許
可番号を記載する必要があります。

派遣元が「許可を受けてい
る旨の明示」をしないときは、
明示を求めてください。

【参考】派遣法第２４条の２

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派
遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業
主から、労働者派遣の役務の提供を受けては
ならない。



３ 労働者派遣契約書に法定事項がすべて記載され
ていますか？

派遣契約書に記載しなければならない事項については、派遣要領の派遣契約の記載
事項（第５の２（１）イ（ハ）１２５頁～）に記載していますが、概要のみ記載させ
ていただきます。

１）派遣労働者が従事する業務の内容

２）派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

３）派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派
遣就業の場所並びに組織単位

事業所の所在地と派遣就業の場所をそれぞれ記載することに注意。また、派遣労
働者と直接連絡がとれる内容となるよう派遣労働者の所属する部署、電話番号を記載
することも注意。

４）直接指揮命令する者の部署、役職及び氏名

５）労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

具体的な曜日又は日を指定していること

24

派遣就業をする具体的な日が確認で
きる内容となっていますか？
好ましくない例として「シフトによ

る」とし、シフトを添付していないこ
とはございませんか？

「事業所の所在地」と「派遣就業の場所」は
意味を別としており、それぞれ記載する必要
があります。事業所とは、人事、経理、経営
単位で独立性のある等の組織をいい、実際の
派遣就業の場所と異なるケースもあります。



３ 労働者派遣契約書に法定事項がすべて記載され
ていますか？

派遣契約書に記載しなければならない事項については、派遣要領の派遣契約
の記載事項（第５の２（１）イ（ハ）１２５頁～）に記載しています。

６）派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

７）安全及び衛生に関する事項

８）苦情の処理に関する事項

派遣元及び派遣先の苦情の申し出を受ける者や苦情の処理方法等

９）労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るた
めに必要な措置に関する事項

１０）（紹介予定派遣の場合）紹介予定派遣に関する事項

25



３ 労働者派遣契約書に法定事項がすべて記載され
ていますか？

派遣契約書に記載しなければならない事項については、派遣要領の派遣契約の記載事項（第５の２（１）イ（ハ）１２５頁
～）に記載しています。

１１）派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

１２）５）の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は６）の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻ま
での時間を延長することができる旨を定めをした場合に、当該派遣就業させることができる日又は延長することができる時間
数

１３）便宜供与

派遣先と派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には当該便宜の供与に関する事項を記載

記載するものの例：派遣先が設置及び運営する物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽
室、運動場、体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの（給食施設、休憩室
及び更衣室を除く）の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の
福祉の増進のための便宜を供与する事項

.
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※便宜供与の記載漏れに注意
派遣先において派遣労働者の福祉の増進

のための便宜供与する事項がある場合は、
その内容をもれなく労働者派遣契約書に記
載する義務があります。



３ 労働者派遣契約書に法定事項がすべて記載され
ていますか？

派遣契約書に記載しなければならない事項については、派遣要領の派遣契約
の記載事項（第５の２（１）イ（ハ）１２５頁～）に記載しています。

１４）派遣契約終了後に当事者間の紛争を防止するための措置

１５）協定対象派遣労働者に限定するか否かの別

１６）無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別

１７）派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項

上記について、内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならず、
その人数は１）～１６）に掲げる組み合わせが複数の場合は当該組み合わせご
との派遣労働者の数を記載する。
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３ 労働者派遣契約書に法定事項がすべて記載され
ていますか？

【労働者派遣契約の記載に関して、次のよ
うな違反事例が発生しています】

●「派遣先事業所の名称及び所在地」の記
載はあるが、「派遣就業の場所」の記載が
ない

●派遣労働者の所属する部署、電話番号等
が記載されておらず、派遣労働者と連絡が
取れる内容となっていない

●派遣就業する日について、「シフトによ
る」とのみされており、そのシフトが添付
されておらず具体的に派遣就業をする日が
わからない

●派遣労働者が利用できる福利厚生施設が
あるにも関わらず、その内容が記載されて
いない

28

【確認ポイント】

労働者派遣契約書に法定事項が記
載されていない場合は、派遣元だけ
でなく、派遣法第２６条により、派
遣先も法違反となります。

【参考】派遣法第２６条

労働者派遣契約の当事者は、厚生労働
省令で定めるところにより、当該労働者
派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項
を定めるとともに、その内容の差異に応
じて派遣労働者の人数を定めなければな
らない。



３ 派遣労働者と事前面接をしていませんか？

【特定行為の禁止について】

派遣先は、労働者派遣に先立ち次
の行為を行わないようにしなければ
なりません（派遣先指針第２の３）

１）事前面接

２）事前に履歴書の送付を求める

３）若年者に限り派遣を受ける申出

４）性別による差別

５）障害者であることを理由とする
不当な差別的取り扱いの禁止
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派遣先は事前に派遣労働者との面接
を行う等派遣労働者を特定すること
ができません。

【派遣労働者の個人情報の取り扱いについて】

派遣元が派遣先に提供できる個人情報は次に掲げ
る事項のほか、派遣労働者の業務遂行能力に関する
情報に限られます（派遣元指針第２の１１ニ）。

１）派遣労働者の氏名

２）協定対象派遣労働者であるか否かの別

３）無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの
別

４）６０歳以上であるか否かの別

５）健康保険、厚生年金、雇用保険の届出の有無

６）派遣労働者の性別（４５歳以上である場合はそ
の旨及び性別、１８歳未満である場合は年齢及び性
別）

派遣元は派遣先に派遣労働者の年齢
（※）や住所、障害の有無等を伝えては
いけません（一部例外あり）。※：18歳未満を除く



３ 派遣労働者と事前面接をしていませんか？

【特定行為に当たらないとされる事例】

１）紹介予定派遣の対象者との面接

２）業務に必要な技術水準を指定するた
め、取得資格等の技術レベルや、当該技
術に係る経験年数などを記載するスキル
シートを送付すること

30
【確認ポイント】

特定行為を行わないことに努めてい
ない場合は派遣法第２６条第６項によ
り、派遣先の法違反となります。

また、事前面接や履歴書を送付させ
ることのほか、若年者に限ることとす
る等派遣労働者を特定することを目的
とする行為を行うことは派遣先指針第
２の３により、派遣先の指針違反とな
ります。

【確認ポイント】

派遣先が、個人情報保護法に定める手順を経ず本人の同意
を得ず派遣労働者の年齢等の個人情報を求めることは派遣元
指針第２の１１（１）ニにより、派遣元の指針違反となりま
すので、派遣先は派遣元に対して、本人の同意を得ずに個人
情報を求めることがないようにご留意ください。

業務遂行に必要な技術や技能水準を指定す
ることや、取得資格・経験年数を指定する
ことは違反とはならない（要領第7の16(2)
ﾊ）



３ 中途解除したときに雇用安定措置をとっていま
すか？

【派遣期間を中途解除するときの責務】

派遣先の責に帰すべき事由により労働
者派遣契約の契約期間が満了する前に解
除するときにとるべき措置（派遣先指針
第２の６（２）～（５））

１）相当の猶予期間をもって派遣元に解
除の申入れを行うこと

２）派遣先における就業機会の確保

３）派遣元において発生する休業手当や
解雇予告手当等に相当する額以上の額に
ついて損害を賠償すること

４）解除理由の明示
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【確認ポイント】

派遣先の都合で派遣契約を中途解除し
たにもかかわらず、派遣先が雇用の安定
のための措置を講じていない場合は、派
遣法第２９条の２により、派遣先の法違
反となります。

また、派遣先は自らの都合で中途解除
するときに、新たな就業機会の確保を図
ること、及びこれができないときには休
業手当等に相当する額の損害を賠償する
こと等を行わない場合は、指針第２の６
（２）～（５）により、派遣先の指針違
反となります。

【補足】万が一、派遣先が派遣期間中に派遣労働者を交代させる場合
も上記対応が必要（要領第５の６（４）イ、158頁）

【補足】派遣法第２９条の２

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解
除に当たっては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、
労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払いに要
する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定
を図るために必要な措置を講じなければならない。



３ 男性、女性又は障害者であることを理由として
排除・契約解除してませんか？

派遣法第２７条

派遣先は、派遣労働者の国籍、信
条、性別、社会的身分、派遣労働者
が労働組合の正当な行為をしたこと
等を理由として、労働者派遣契約を
解除してはならない。
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●派遣先は派遣契約締結に当たって、派遣契
約書に派遣労働者の性別を記載してはならな
い（派遣先指針第２の４（１））

●派遣先は障害者であることを理由として、
障害者を排除し、またその条件を障害者に対
してのみ不利なものとしてはならない（派遣
先指針第２の４（２））

【確認ポイント】

●派遣契約の締結に当たって年齢、性別、
障害者であることを理由に派遣を受け入
れない取り扱いとすることは、派遣先指
針第２の４等（※）により、派遣先の指
針違反となります。
※職業安定法第３条の趣旨に鑑みたものを含む

●本人の仕事の能力とは関係のない派遣
労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、
派遣労働者が労働組合の正当な行為をし
たこと等を理由として労働者派遣契約を
解除することは、派遣法第２７条により、
派遣先の法違反となります。



３ 【参考】派遣元や派遣労働者の責に帰すべき事
由による中途解除について
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【ある派遣先から岩手労働局に寄せられた相談】

派遣期間の途中で、労働者の個人的事情により中途解除されることが多い。

そのことを派遣元に相談しても、特に何ら対応されず困っている。

派遣先の中途解除の場合は、損害賠償等の義務があるが、派遣元側の責任は何もないのはおか
しいのではないか？

【対応方法】

労働者派遣契約により約された派遣期間の間については、派遣元は労働者派遣をすることが必
要ですが、派遣元の人員の体制等の事情によりどうしようもできないことも想定されますので、
個別案件ごとに派遣元とよく相談し対応いただくようお願いします。

なお、突然の中途解除により損害が生じるときの対応方法について、あらかじめ労働者派遣契
約書に盛り込むことも可能なので、派遣元とよく相談し、必要に応じて、派遣元等の都合により
中途解除する場合の損害責任について労働者派遣契約に定めて下さい。

※参考 派遣法で定める労働者派遣契約に記載する事項は、労働者派遣を行うにあたっての必要
最低限のものであり、それ以外の債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由
に委ねられています（要領第５の２（１）イ（イ）、１２５頁）。



３ 派遣労働者からの苦情に対応していますか？
34

【確認ポイント】

派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関す
る苦情に対応しない場合は、派遣法第４０条により、派遣先の法違反となりま
す。

【参考】派遣法第４０条

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関
し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知す
るとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞な
く、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。



３ 事業所単位の抵触日について通知を行っていま
すか？
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【抵触日の通知について】

新たな労働者派遣契約に基づき、労働者派遣契約の役務の提供を受けようとす
る者は、労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、
派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない
（法第２６条第４項）

また、派遣元事業主は当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契
約を締結してはならない（法第２６条第５項）

【事業所単位の期間制限】

派遣先は３年（※）を超える期間継続して派遣を
受けてはならない（派遣法第４０条の２）

※ 所定の手続きをとることで延長も可能。

【例外】

・無期雇用派遣労働者

・６０歳以上の派遣労働者

・有期プロジェクト業務 他

【個人単位の期間制限】

派遣元は、３年を超える期間継続して同一の派遣
労働者を同一の組織単位（※）ごとの業務に労働者派
遣を行ってはならない（派遣法第３５条の３）

※業務の類似性がある組織単位であり、かつその組織単位の長が業務配分や
労務管理上の指揮命令監督権限を有するもので、派遣先が指定する単位
（例：総務課等）
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【事業所単位の期間制限について、途中から別の派遣元が追加等された場合の取り
扱い】

３年

途中から別の派遣元が追加されたときや、途
中で別職種の派遣を受け入れるときでも、当初
定めた３年の期間制限の範囲を超える派遣就業
はできません。

令和６年４月１日 令和９年３月３１日

３ 事業所単位の抵触日について通知を行っていま
すか？



３ 事業所単位の抵触日を超えて派遣を受け入れて
いませんか？
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【事業所単位の抵触日を設ける目的】

常用労働者との代替を防止する観点
及び派遣労働者の派遣就業への望まな
い固定化の防止の観点から事業所単位
の期間制限が設けられています（要領
第７の５（２）、281頁）

【確認ポイント】

●派遣契約締結前に抵触日の通知を
行わないことは、派遣法第２６条第
４項の規定により、派遣先の法違反
となります。

●派遣先が事業所単位の抵触日を超
えて労働者派遣の役務の提供を受け
た場合は、派遣法第４０条の２によ
り、派遣先の法違反となります。



３ 事業所単位とは？抵触日は必ず３年？

【事業所単位とは？】

事業所単位の抵触日における事業所とは、雇用保険の適用事業所と同一
の事業所であり、具体的には

１ 場所的に他の（主たる）事業所から独立していること

２ 経営（又は業務）単位としてある程度の独立性を有すること

３ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること

により判断している。

仮に雇用保険の非該当承認を受けている事業所については、事業所単位
の抵触日における事業所としては認められない。

こうした一の事業所については直近上位の組織に包括して全体を一の事
業所として取り扱うことになる（平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法
に関するQ＆A【第２集】問６（以下「第２集」という））
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【抵触日は必ず３年か？】

事業所単位の抵触日は必ず３年か？

企業が独自に３年未満での派遣期間の上限を定めることは否定しないが、
それは当該企業のみのルールであり、派遣法で定める期間制限による抵触
日と異なる。

よって、派遣元への抵触日通知等、派遣法で求められる行為については
法の規定に則した期間制限（３年）による抵触日を記載する必要がある。

ただし事業所単位の期間制限を延長する場合の延長期間は３年以内の任
意の期間を定めることが可能である（第２集問１４、１５）

【見受けられる違反ケース】

●抵触日を３年としていないケース

例 派遣開始が令和６年４月１日のとき

正 令和９年４月１日

誤 令和９年３月３１日 等

●事業所単位の抵触日の意味がわからず、派
遣元に言われるがままに派遣元が指定した日
を抵触日としてしまい、結果として法定の３
年となっていないケース

●同じ事業所内で職種ごとに異なる抵触日を
設けているケース

●同じ事業所内で派遣元ごとに異なる抵触日
を設けているケース



３ 事業所単位の抵触日を延長するときの手続きが
適正に行われていますか？

事業所単位の抵触日を延長するときの手続きは要領第７
の５（４）（283頁）に定められていますが、手続きの概要
を次の通り記します。

１）事業所単位の抵触日を延長するためには延長前の抵触
日の１箇月前までに延長の手続きをとる必要があること

２）延長の是非を労働者の過半数で組織する労働組合又は
労働者の過半数を代表する者（以下「過半数労働組合等」
という）から意見聴取すること。なお、派遣労働の利用は
臨時的・一時的である原則を尊重するべきであることを周
知すること

３）労働者の過半数を代表する者の選出に当たっては、労
働者の過半数が支持していることが明確となる手法で、か
つ、民主的な方法で選出すること

４）過半数労働組合等に、延長しようとする派遣期間等（その他

労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所その他派遣就業場所）を書面により通知すること

５）派遣可能期間を延長するときは、意見を聴いた過半数
労働組合等の名称等（その他労働組合に通知した事項及び通知日、過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該

意見の内容、意見を聴いて延長しようとする派遣可能期間を変更したときはその変更した派遣可能期間）を書面に記載し
３年間保存すること
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【確認ポイント】

抵触日を延長する手続きが適正に行われてい
ない場合は派遣法第４０条の２により、派遣先
の法違反となります。

１）過半数労働組合等から意見を聴いていない

２）過半数代表者の選出について、労働者の過
半数が支持していることが明確になる民主的な
方法で選出されていない

２）意見聴取期間内に意見を聴いていない

３）過半数労働組合等からの意見聴取に当たっ
て必要事項を書面により通知していない

４）過半数労働組合等から意見を聴いたときに、
必要事項（過半数労働組合の名称等、労働組合
等に通知した事項及び通知日、過半数労働組合
等から意見を聴いた日及び意見の内容等）を記
載した書面を３年間保存していない

５）過半数労働組合等から意見を聴取した時に、
定められた方法により労働者に周知していない



３ 事業所単位の延長の手続きを回避することを目
的として派遣終了後３か月が経過した後に再度派遣
を受け入れていませんか？

事業所単位の抵触日について、直前
に受け入れていた労働者派遣の終了
と新たな労働者派遣の受け入れ日の
間の期間が３か月を超えない場合に
は、継続して労働者派遣の役務の提
供を受けているものとみなす（派遣
先指針第２の１４（３））
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【確認ポイント】

派遣先が事業所単位の抵触日を延
長する手続きを回避する目的として、
恣意的に３か月を超える空白期間を
設けた場合は、派遣先指針第２の１
４（５）により、派遣先の指針違反
となります。

…ということは、直前の派遣と新
たな派遣の間に３か月を超える空
白期間があれば、わざわざ延長の
手続きを取らなくてもよい？



３ 個人単位の抵触日を超えて派遣を受け入れてい
ませんか？

【派遣労働者の個人単位の期間制限】

派遣先は組織単位ごとの業務について、
３年を超える期間継続して同一の派遣労
働者に係る労働者派遣の役務の提供を受
けてはならない（派遣法第４０条の３）
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【確認ポイント】

派遣先は、事業所単位の抵触日が延長
された場合において、組織単位ごとの業
務について３年を超える期間継続して同
一の派遣労働者に係る派遣を受けた場合
は、派遣法第４０条の３により、派遣先
の法違反となります。

３年
事業所単位
の抵触日 ３年

事業所単位の抵触日を延長
すれば、永遠に派遣を受け

入れられる？

個人単位の
抵触日 ３年

【組織単位とは】

課、グループ等の業務としての類似性や関連性が
ある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分
や労務管理上の指揮命令監督権限を有するもので
あって、派遣先における組織の最小単位よりも一般
に大きな単位を想定しているが名称にとらわれるこ
となく実態により判断すべきものである（中略）派
遣先がこの基準に従って指定すること（要領１２６
ページ）



３ 個人単位の抵触日を回避することを目的として
３か月を超える空白が経過した後に再度派遣を受け
入れていませんか？

【労働者派遣期間の継続性の考え方】

同一の組織単位における就業の日と次回
の就業の日との間の期間が３か月以下で
あれば継続しているとみなす。
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【確認ポイント】
派遣先が個人単位の期間制限を回避
する目的で、恣意的に３か月を超え
る空白期間を設けた後に再度当該派
遣労働者の役務の提供を受けること
は、派遣法の趣旨である雇用安定等
の観点に違反することになります
（要領第７の６（４）イ（ロ）、２
８８ページ）。

…ということは、仮に同一の派
遣労働者が同一の組織単位で３
年間働いた後に３か月を超える
空白期間を空ければ、再度同一
の組織単位において同一の派遣
労働者が派遣就業してよい？

【補足】個人単位の期間制限を回避する目的
で、同一の派遣労働者について、派遣元事業
主を変更した場合であっても同一の派遣労働
者が継続して派遣就業していると評価される
ことに留意が必要です（要領第７の６（４）
イ（イ）２８８ページ）



３ 待遇に関する事項の通知を行っていますか？
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【確認ポイント】

派遣先が、労働者派遣契約に先立ち待遇
に関する通知を行わない場合は、派遣法第
２６条第７項により、派遣先の法違反とな
ります。

【参考】派遣法第２６条第７項

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣
契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対
し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係
る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金そ
の他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を
提供しなければならない

派遣法第４０条第２項において、派遣先は
業務遂行に必要な能力を付与するための教
育訓練をしなければならないとされており、
また、同条第３項には給食施設、休憩室、
更衣室があれば派遣労働者に利用させなけ
ればならないとされています。



３ 派遣労働者を通常の労働者として雇う努力と、
労働者募集情報の周知をしていますか？
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同一の業務に継続して１年以上同
一の派遣労働者を受け入れた場合に
おいて、

１）当該同一業務に係る労働者を雇
い入れようとするときは、当該派遣
労働者を雇い入れるよう努めなけれ
ばならない。

２）通常の労働者の募集を行うとき
は、事業所内掲示等により当該派遣
労働者に募集情報を周知しなければ
ならない

【確認ポイント】

１）の措置をとる努力がなされて
いない場合は派遣法第４０条の４に
より、派遣先の法違反となります。

２）の措置がとられていない場合
は派遣法第４０条の５により派遣先
の法違反となります。



３ １年以内に離職した者を派遣労働者として受け
入れていませんか？
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【確認ポイント】

離職日から起算して１年を経過する日までの間に、当該派遣労働者（６０歳
以上の定年退職者を除く）に係る労働者派遣の役務の提供を受け入れた場合は
派遣法第４０条の９により、派遣先の法違反となります。

なお、派遣先は上記に抵触することとなるときは、速やかにその旨を派遣元
事業主に書面の交付等により通知しなければならない（派遣法４０条の９第２
項）



３ 条件を満たす派遣先責任者を選定していますか？

【派遣先責任者の選任方法】

●自己の雇用する労働者中から選任すること、ただ
し派遣先事業主（法人の場合はその役員）でも可

●事業所等ごとに専属（＝ほかの事業所の派遣先責
任者と兼任しない）であること

●事業所等における派遣労働者の数が１人以上１０
０人以下を１単位とし、１単位につき１人以上ずつ
選任しなければならない

●事業所等における派遣労働者の数と派遣先が雇用
する労働者の数を加えた数が５人以下のときは選任
不要
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【製造業務専門派遣先責任者の選任方法】

●製造業務に従事する派遣労働者が５０人を超えるときに
選任を要する。

●１人以上１００人以下を１単位とし、１単位につき１人
以上ずつ製造業務に従事させる派遣労働者を専門に担当す
る製造業務専門派遣先責任者を選任する。

●製造業務専門派遣先責任者のうち１人は、製造業務に従
事させない派遣労働者を併せて担当することができる。

【確認ポイント】

条件を満たす派遣先責任者を選任して
いない場合や、実態として選任した派遣
先責任者が派遣先責任者の職務を遂行で
きていない場合は派遣法第４１条より、
派遣先の法違反となります。

【派遣先責任者の責務】

●派遣労働者の業務遂行に関する指揮命
令者等関係者に対する派遣法等や、派遣
労働者に係る労働者派遣契約の定め、派
遣元からの通知内容の周知すること

●抵触日の延長に関する事項

●派遣先管理台帳の作成、記載、保存

●苦情処理●安全衛生に関する連絡調整
●派遣元との連絡調整



３ 派遣先管理台帳に法定事項がすべて記載されています

か？また、毎月１回以上派遣元に通知していますか？
派遣先管理台帳の記載事項

１）協定対象派遣労働者であるか否かの別 ２）無期雇用派遣労働者である
か有期雇用派遣労働者であるかの別 ３）６０歳以上であるか否かの別
４）派遣元事業主の氏名又は名称 ５）派遣就業した日 ６）派遣就業した
日ごとの始業し、および就業した時刻並びに休憩した時間 ７）従事した業
務の種類 ８）苦情の処理に関する事項 ９）紹介予定派遣に関する事項
１０）教育訓練を行った日及び内容 １１－１）派遣労働者の氏名 １１－
２）責任の程度 １１－３）派遣元事業主の事業所の名称 １１－４）事業
所の所在地 １１－５）事業所の名称及び所在地、就業場所、組織単位 １
１－６）派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項 １１－７）日雇派遣
をする場合の政令番号 １１－８）有期プロジェクトに該当する場合その旨
１１－９）日数限定業務に該当する場合その旨等 １１－１０）産前産後休
業等に該当する場合の対象者の氏名等 １１－１１）介護休業等に該当する
場合の対象者の氏名等 １１－１２）社会保険の届け出の有無及び届け出を
していない場合の理由
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毎月１回以上、一定の期日を設けて派遣元に通知しなければなら
ない事項

１）派遣就業をした日

２）派遣就業をした日ごとの始業時刻、終業時刻、休憩時間

３）従事した業務の種類

４）派遣労働者の氏名

５）派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

６）派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及
び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

派遣先管理台帳に法定事項がすべて
記載されていない場合や、毎月１回
以上、一定の期日を設けて派遣元に
必要事項を通知していない場合は派
遣法第４２条より、派遣先の法違反
となります。

【注意】タイムカードの
みの提供等により、法定
事項が通知されていない
違反が大変多いです。


